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７
月
か
ら
臨
時
福
祉
給
付
金
と
子
育
て
世
帯
臨
時
特
例
給
付
金
の
給
付
金
申
請
を
受

け
付
け
て
い
ま
す
。
支
給
対
象
者
に
な
る
可
能
性
が
あ
り
、
申
請
が
済
ん
で
い
な
い

人
に
は
お
知
ら
せ
文
書
を
お
送
り
し
て
い
ま
す
。
早
め
の
申
請
を
お
願
い
し
ま
す
。

問 【
臨
時
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域
福
祉
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問 
【
子
育
て
世
帯
臨
時
特
例
給
付
金
】
子
育
て
支
援
課
子
育
て
支
援
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臨
時
福
祉
給
付
金
・
子
育
て
世
帯

臨
時
特
例
給
付
金
の
申
請
は
お
済
み
で
す
か

■問い合わせ
　菊陽町農村環境保全隊事務協議会　☎（293）7522
　菊陽町役場農政課　農政係　　　　☎（232）4916

菊陽町農地・水・環境保全組織では農用地・水路・農道などの
農村環境を守るため、草刈りや泥上げ、砂利補充などの資源保
全活動と、清掃や花植えなどの景観形成活動に取り組んでいま
す。引き続き、皆さんのご理解とご協力をお願いします。

児
童
扶
養
手
当
と
は

　

ひ
と
り
親
家
庭
な
ど
の
生
活
の
安
定
・

自
立
促
進
に
貢
献
す
る
こ
と
で
、
そ
の
家

庭
で
養
育
さ
れ
て
い
る
子
ど
も
の
福
祉
増

進
の
た
め
に
支
給
さ
れ
ま
す
。

■
受
給
対
象
者

　

18
歳
に
到
達
し
た
最
初
の
３
月
31
日
ま

で
の
児
童
を
養
育
、
ま
た
は
一
定
の
障
が

い
が
あ
る
20
歳
ま
で
の
子
ど
も
を
養
育
し
、

次
の
い
ず
れ
か
に
当
て
は
ま
る
人

❶
父
子
家
庭
で
、
児
童
が
低
額
の
遺
族
厚

生
年
金
の
み
を
受
給
し
て
い
る
場
合

❷
母
子
家
庭
で
、
離
婚
後
に
父
が
死
亡
し
、

児
童
が
低
額
の
遺
族
厚
生
年
金
の
み
を

受
給
し
て
い
る
場
合

❸
児
童
の
養
育
者
が
低
額
の
老
齢
年
金
を

受
給
し
て
い
る
場
合
な
ど

※

所
得
制
限
が
あ
り
ま
す
。

■
手
当
を
受
給
す
る
た
め
の
手
続
き

　

手
続
き
に
必
要
な
書
類
は
申
請
者
で
違

い
ま
す
の
で
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

■
受
給
開
始
月

　

平
成
27
年
３
月
31
日（
火
）ま
で
に
手
続

き
を
す
る
と
、
平
成
26
年
12
月
分
か
ら
受

給
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

※

こ
の
期
間
以
降
に
手
続
き
を
し
た
場
合

は
、
手
続
き
を
し
た
月
の
翌
月
分
か
ら

支
給
を
開
始
し
ま
す
。
通
常
の
手
続
き

の
場
合
も
同
様
で
す
。

公
的
年
金
を
受
給
し
て
い
る
た
め
児
童
扶
養
手
当
が
受
け
ら
れ
な
か
っ
た
人
で
、
公

的
年
金
額
が
児
童
扶
養
手
当
額
よ
り
低
い
人
は
、
12
月
か
ら
児
童
扶
養
手
当
で
差
額

分
を
受
給
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
受
給
に
は
子
育
て
支
援
課
で
手
続
き
が
必

要
で
す
。

問 

子
育
て
支
援
課　

子
育
て
支
援
係　
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ひとり親家庭などの医療費の
助成制度をご存じですか

■助成対象者　ひとり親家庭の父、母、児童、
父母のいない児童
※所得制限があります（手続きが完了した月
の翌月分から助成されます）。
■助成の範囲　国民健康保険、社会保険など
の各法の規定で支払った一部負担金（付加
給付控除後）の３分の２を助成します。
※詳しくはお問い合わせください。

ひ
と
り
親
家
庭
な
ど
で
公
的
年
金
額
が
児
童
扶
養
手

当
額
よ
り
低
い
人
は
そ
の
差
額
を
受
給
で
き
ま
す

臨時福祉給付金
■支給対象者　平成26年１月１日に菊陽町に住民票があり、
今年度の住民税が課税されていない人
※課税されている人の扶養に入っている人は除きます。
■支給額　支給対象者１人につき１万円
※老齢基礎年金、障害基礎年金、児童扶養手当などの受給
者は５千円を加算します。
■必要書類　申請書、本人確認書類の写し（対象者全員分）、
振込希望口座の通帳の写し（通帳を開いて最初のページ）

子育て世帯臨時特例給付金
■支給対象者　平成26年１月１日に菊陽町に住民票があり、
平成26年１月分の児童手当・特例給付を受給している人
※平成25年分の所得が児童手当の所得制限を超えている人、
臨時福祉給付金の対象になっている人は除きます。
■支給額　平成26年１月分の児童手当・特例給付の支給対
象児童１人につき１万円
■必要書類　申請書、本人確認書類の写し、振込希望口座
の通帳の写し、公務員児童手当（特例給付）受給状況証明
書（受給者が公務員の場合のみ）

年末年始の12月27日（土）～１月４日（日）はパスポート窓口が休みになります。

パスポートは申請から交付までに約11日ほどの期間が必要です。
※窓口開設日のみを数えた日数で、土・日・祝日、年末年始を除きます。申請は、十分
余裕を持って行ってください。 

申請日 交付予定日 申請日 交付予定日 申請日 交付予定日

12月10日（水）

12月11日（木）

12月12日（金）

12月15日（月）

12月16日（火）

12月17日（水）

12月25日（木）

12月26日（金）

１月５日（月）

１月６日（火）

１月７日（水）

１月８日（木）

12月18日（木）

12月19日（金）

12月22日（月）

12月24日（水）

12月25日（木）

12月26日（金）

１月９日（金）

１月13日（火）

１月14日（水）

１月15日（木）

１月16日（金）

１月19日（月）

１月５日（月）

１月６日（火）

１月７日（水）

１月８日（木）

１月20日（火）

１月21日（水）

１月22日（木）

１月23日（金）

■問い合わせ
　町民課　町民係　☎（232）4914

■年末年始のパスポート交付予定日（審査のため予定日から遅れることもあります）

年末年始のパスポート申請は早めに行いましょう 

▲景観形成のための遊休農地や
農道沿いへの花植え

▲農用地・水路・農道の草刈り
や泥上げ

▲農道の砂利補充や補修 ▲子ども会と共同で行う農道な
どのごみ・空き缶拾い

古閑原支部 
入道水支部 
柳水支部 
馬場支部
鉄砲小路支部
新町支部
南方支部

中尾支部
上中代支部
出分支部
中代支部
川久保支部
津留支部
大堀木支部

上津久礼支部
下津久礼支部
井口支部
辛川支部
曲手支部
馬場楠支部
戸次支部

▲農用地などを活用した景観形成活動（ヒマワリ植栽）

菊陽町農地・水・環境保全組織は豊かな農地と清らかな水、
美しい農村環境を守る活動を行っています

■
申
請
期
限

　

平
成
27
年
１
月
９
日（
金
）消
印
有
効

■
受
付
時
間　

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時
15
分

（
土
・
日
・
祝
日
、
年
末
年
始
の
閉
庁

日
を
除
く
）

■
申
請
方
法

返
信
用
封
筒
に
封
入
し
、
郵
送
ま
た
は

担
当
課
へ
申
請
書
を
持
参
す
る

※
両
給
付
金
と
も
、
生
活
保
護
制
度
の
被

保
護
者
や
給
付
金
交
付
決
定
ま
で
に
死

亡
し
た
人
は
対
象
に
な
り
ま
せ
ん
。

■平成26年度　活動支部〈全21支部〉


